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保健室利用状況調査（令和４年度）
１ 調査期間

令和４年10月の第３週（10月17日～21日）
２．調査対象校

全国から無作為に抽出された小学校・中学校・高等学校
３．調査対象者
（１）保健室に来室した児童生徒（２）養護教諭

4．回収数
小学校1,123校（回収率74.9％）、中学校1,110校

（回収率74.0％）、 高等学校1,262校（回収率84.1％）

<趣旨＞
保健室利用状況調査は、平成2年度から約5年ご

とに実施しており、保健室の利用状況等を調査するこ
とにより、児童生徒の心身の健康状態や健康課題を
把握するとともに、課題解決に向けて、求められている
養護教諭の役割を明らかにし、児童生徒の心身の健
康づくりの推進に資することを目的とする。
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1校当たりの1日保健室利用者数

小規模校（149人以下） 小規模校（150～299人） 中規模校（300～499人） 大規模校（500人以上）（１人配置） 大規模校（500人以上）（複数配置）

※１日平均の保健室利用者数は、小学校15.8％（22.0％）、中学校12.6％（19.0％）、高等学校14.2％（19.8％）であり、前回調査より減少し
ていた。
このことについては、調査期間が、新型コロナウイルス感染症の対策が求められる中であったため、発熱等の普段と異なる症状がある場合には登校せずに自
宅で休養することや、従来体調が悪い場合に一時的に保健室で休養していたことをせずに自宅へ帰すことを徹底していたことなどが影響している可能性が示
唆される。

（公益財団法人日本学校保健会）
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公益財団法人日本学校保健会「保健室利用状況に関する調査」より

＜養護教諭の対応状況の変化（平成23年度調査、平成28年度調査、令和４年度調査の比較）＞
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個別の保健指導の必要があると判断した児童生徒の割合
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＜令和4年度＞
来室した児童生徒への1日平均の対応時間の合計
＜平成28年度＞



養護教諭が過去１年間に把握した心身の健康に関する状況

体の健康に関する主な事項 小学校 中学校 高等学校 全体

1 肥満傾向（肥満度による） 71.4 69.8 61.0 69.2

2 糖尿病 0.5 1.0 1.1 0.7

3 腎臓病 2.8 3.8 3.3 3.2

4 心臓病 12.8 14.1 13.5 13.3

5 ぜん息 46.1 36.7 30.9 40.9

6 アトピー性皮膚炎 50.5 49.5 43.0 48.9

7 アレルギー性結膜炎 45.7 54.5 46.1 48.1

8 アレルギー性鼻炎 124.2 159.6 135.2 135.7

9 食物アレルギー 51.8 62.2 63.5 56.6

10 アドレナリン自己注射薬の処方を受けている 5.2 4.1 3.4 4.6

11 その他のアレルギー 31.6 39.3 40.4 35.2

12 てんかん等 4.9 6.4 4.8 5.3

13 血液疾患 0.6 1.4 2.1 1.1

14 月経に関する問題 1.2 7.1 12.7 4.7

15 眼科疾患に関する問題 8.4 9.8 7.9 8.7

16 耳鼻科疾患に関する問題 10.1 12.6 9.9 10.7

17 スポーツ障害等に関する問題 1.6 6.1 6.8 3.7

18 その他 5.4 12.6 15.2 9.0

「保健室利用状況に関する調査報告書（令和４年度調査結果）」（令和６年３月 日本学校保健会）から

(千人当たりの児童生徒数)単位:人



養護教諭が過去１年間に把握した心身の健康に関する状況

心の健康に関する主な事項 小学校 中学校 高等学校 全体

19 いじめに関する問題 23.3 14.4 3.2 17.4

20 友達との人間関係に関する問題 25.1 29.3 20.4 25.5

21 家族との人間関係に関する問題 5.4 11.3 9.5 7.7

22 教職員との人間関係に関する問題 2.1 3.8 3.1 2.7

23 児童虐待に関する問題 4.0 3.4 1.8 3.5

24 不眠等の睡眠障害に関する問題 0.8 3.2 3.1 1.8

25 過換気症候群 0.2 2.1 3.1 1.2

26 過敏性腸症候群 0.7 3.4 5.0 2.2

27 上記26以外の心身症に関する問題 1.1 3.7 4.1 2.3

28 性に関する問題 0.5 2.6 2.1 1.4

29 拒食や過食等の摂食障害に関する問題 0.4 1.5 1.4 0.9

30 リストカット等の自傷行為に関する問題 1.2 7.4 3.5 3.3

31 精神疾患（総合失調症、うつ等疑いを含む）に関する問題 0.5 3.4 4.9 2.0

32 発達障害（疑いを含む）に関する問題 26.8 24.4 14.5 24.0

33 その他 0.9 2.6 3.7 1.8

(千人当たりの児童生徒数)単位:人

「保健室利用状況に関する調査報告書（令和４年度調査結果）」（令和６年３月 日本学校保健会）から



令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調
査結果（文部科学省）
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令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関
する調査結果（文部科学省）



養護護教諭及び栄養教諭の資質能力の向上に関する調査研究
協力者会議

養護教諭及び栄養教諭の資質能力の向上に関する
調査研究協力者会議

１ 趣旨
「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方に係る議論の動向並
びに当面する学校保健及び食育に関する課題等を踏まえ、養護教
諭及び栄養教諭の資質能力の向上に向けた検討を行う。

２ 検討事項
• 養護教諭及び栄養教

諭の資質能力の向上の
ための方策について

• その他関連する指導体
制、環境整備等につい
て







◇保健管理
・救急処置、健康診断、健康観察、
疾病の管理・予防、学校環境衛生管理

◇保健教育
・各教科等における指導への参画
◇健康相談及び保健指導（※）

・心身の健康課題に関する児童生徒等
への健康相談

・健康相談等を踏まえた保健指導
◇保健室経営
◇保健組織活動

（※）養護教諭の職務は、平成 20 年１月の中央教育審議会答申「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を
確保するために学校全体として取組を進めるための方策について」において、保健管理、保健教育、健康相談
活動、保健室経営、保健組織活動等と整理されたところであるが、学校保健安全法第８条に規定する健康相談
と同法第９条に規定する保健指導については、明確に切り分けられるものではなく、相互に関連して行われる
ものであることから、「健康相談及び保健指導」として整理している。

養護教諭に求められる役割（職務の範囲）

養護教諭の専門性を生かした職務



養護教諭に求められる役割（職務の範囲）

① 救急処置（緊急事態への対応）
② 健康診断 ③ 健康観察

養護教諭が校内の中心的な役割を果たすべきもの

① 救急処置（緊急事態への対応）
② 健康診断 ④ 疾病の管理・予防

⑧ 健康相談等を踏まえた保健指導

⑨ 保健室経営 ⑩ 保健組織活動

③ 健康観察
⑤ 学校環境衛生管理
⑥ 各教科等における
指導への参画

⑦ 心身の健康課題に関する児童生
徒等への健康相談

⑨ 保健室経営 ⑩ 保健組織活動

⑧ 健康相談等を踏まえた保健指導

⑤ 学校環境衛生管理 ⑥ 各教科等における指導への参画
⑦ 心身の健康課題に関する児童生徒等への健康相談

他の教職員との役割分担の中で
適切な役割を果たすべきもの

養護教諭に担うことが求められる職務



① 救急処置
・校⾧の管理・監督のもと、様々なケースを想定した組織的な救急体制を整備
・養護教諭による、症状の見極めや医療機関受診の要否の判断、適切な事後措置

○ 学校の管理下において生じた全ての傷病について、医療機関で処置が行われるまでの応急的な
ものとして救急処置を行うことが必要である。

○ 養護教諭は、その専門性を生かして、症状等の見極めや医療機関への受診の要否の判断といっ
た対応を行うほか、併せて、保健指導など適切な事後措置を行う。

○ 救急処置が求められる場合には、緊急事態への対応として、救急処置のほか、保護者等への連
絡や救急車の要請、医療機関への付き添い、他の児童生徒等への対応といった業務が同時に生じ
ていることが多く、様々なケースを想定した、他の教職員との役割分担について事前に確認し、校内
における組織的な救急体制を整備しておくことが必要である。

○ 校内体制を効果的に機能させていくためには、救急処置をはじめと
した緊急事態への対応に係る校内研修を継続的に実施していくことが
重要。養護教諭は、その専門性を生かし、校内研修の企画・実施を
積極的に主導していくことが求められる。

○ 対応を誤れば、児童生徒等の身体・生命に深刻な影響を及ぼし
かねないものであり、状況に応じた機動的な対応が求められることを学
校全体として認識しておくことが不可欠である。
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=%e3%82%a2%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83
%ab&&mid=1F51C81E8986019555771F51C81E898601955577&&FORM=VRDGAR





➁ 健康診断

〇学校における健康診断は、児童生徒等が学校生活を送るに当たり、
その健康状態を把握し、必要に応じて、健康相談や保健指導等を行う
とともに、適切な医療につなぐという疾病をスクリーニングする役割と、学校に
おける健康課題を明らかにして健康教育に役立てる役割と大きく二つの機能
を有するものであり、学校の責任において、確実に実施する必要がある。

○ 健康診断の実施は、養護教諭や保健主事、学級担任等が連携して
業務に当たる。特に養護教諭は、学校医・学校歯科医等との調整を含め、事前準備か
ら事後措置に至るまで、中心的な役割を担うことが求められる。

○ これらの業務の全てを養護教諭が担う必要はなく、児童生徒
等への事前指導や検査時における検査結果の記録等については、
学級担任等との役割分担が考えられる。
また、検査結果の校務支援システム等への入力等については、ス
クール・サポート・スタッフ等の活用も考えられる。

・養護教諭は、学校医との調整など、事前準備から事後措置まで中心的な役割
・具体の事務は、担任との分担やスクール・サポート・スタッフ等を活用



学校における児童生徒等の健康診断
学校教育の円滑な実施とその成果の確保

に資するとともに，児童生徒等の健康の保持
増進を図る。

目的目的
 学校生活を送るに当たり支障があるかどうかについて疾病を

スクリーニングし，健康状態を把握する。
 学校における健康課題を明らかにして健康教育に役立てる。

役割

役割

関係
法令
関係
法令

学校保健安全法
第十三条 学校においては，毎学年定期に，児童生徒等（通信による教育を受ける学生を除く。）の健康診断を行わ

なければならない。
２ 学校においては，必要があるときは，臨時に，児童生徒等の健康診断を行うものとする。
第十四条 学校においては，前条の健康診断の結果に基づき，疾病の予防処置を行い，又は治療を指示し，並びに

運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。

学校保健安全法施行規則

時期時期 第五条 法第十三条第一項の健康診断は，毎学年，六月三十日までに行うものとする。（後略）

検査
項目
検査
項目

第六条 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は，次のとおりとする。

一 身⾧及び体重
二 栄養状態
三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態
四 視力及び聴力
五 眼の疾病及び異常の有無
六 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無

七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
八 結核の有無
九 心臓の疾病及び異常の有無
十 尿
十一 その他の疾病及び異常の有無

健康
診断票

第八条 学校においては，法第十三条第一項の健康診断を行ったときは，児童生徒等の健康診断票を作成しなければならない。
４ 児童生徒等の健康診断票は，五年間保存しなければならない。（後略）

その他その他

第九条 学校においては，法第十三条第一項の健康診断を行ったときは，二十一日以内にその結果を幼児，児童又は生徒
にあっては当該幼児，児童又は生徒及びその保護者に，学生にあっては当該学生に通知する（後略）。
第二十二条 学校医の職務執行の準則は，（略） 五 法第十三条の健康診断に従事すること。
第二十三条 学校歯科医の職務執行の準則は，（略） 四 法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。



学校保健安全法に基づく児童生徒等の健康診断の実施に当たって留意すべき事項について
（令和６年９月18日付け文部科学省事務連絡）

 健康診断の実施時期は、学校医の日程の確保が困難になるなど実施体制
が整わないといった特別な場合を除き、施行規則第５条において、毎学年、
６月30日までに行うものとされている。

 地域によっては、医師等がいないなどの理由により、個人への委嘱を通じた学
校医等の確保ができないなどのやむを得ない事情がある場合に限り、学校医
等が不在の間、継続して児童生徒等の保健管理を行うために、医療機関等
への委託によって学校医等の代替えとなる医師等を確保することも許容され
ることとしている。

 学校の設置者は、必要に応じて各地域の医師会等と連携するなど、学校医
の確保に努め、学校医等の確保が困難な場合は医療機関等への委託に
よって学校医の職務の代替とするなどして、健康診断を含む保健管理が滞り
なく行われるよう適切に対応する。

1. 健康診断の実施時期及び学校医等の確保について

 健康診断の検査項目は施行規則第６条第１項に規定されているが、地域
や学校の実情に応じて、検査項目以外の項目を加えて実施することも可能
である。

 この場合、健康診断の趣旨や目的に沿って、学校の設置者及び学校の責
任で、その実施の目的等と、義務付けではないことを明示し、保護者等に周
知した上で、保護者等の理解と同意を得て実施する。

2. 検査項目以外の項目を追加した健康診断の実施について

 健康診断時の児童生徒等のプライバシーの保護等への懸念が指摘される一
方、着衣では正確な検査・診察が困難になる懸念も示されていることから、
「児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断実施のための環境
整備について（通知）」（令和６年１月22日付け文科省）を発出した。

 各学校においては、健康診断の実施主体として、通知を改
めて参照し、プライバシーや心情に配慮した対応などについて、
学校医と相談し共通理解を持った上で、児童生徒等及び
保護者の理解が得られるよう、事前に丁寧な説明を行うなど、
円滑な健康診断実施のための環境整備に努める。

3. 児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断の実施
について

 健康診断は、学校生活の円滑な実施のみならず、児童生徒等の健康の
保持増進を図るために実施されるものであり、不登校等により健康診断を
受けることができなかった児童生徒等に対しても、施行規則第５条ただし
書きに基づき健康診断を受ける機会を確保する必要がある。

 各学校においては、当日の欠席や⾧期欠席など、個別の事情により健康
診断を受けることができなかった場合の対応について検討し、保健だよりや
学年通信等で保護者に事前に周知するなど適切に対応する。

4. 健康診断を受けることができなかった児童生徒等への健康診
断の対応について

 改めてこれまでの通知や事務連絡等の内容について、健康診断の実施に当たって留意すべき事項として取りまとめた。
 日本医師会と協力して、学校医に健康診断の目的や学校医の役割等について説明するためのリーフレットを作成した。ポイント

 思春期の女子の月経異常等を早期に発見し、適切な相談や治療につな
げることは、児童生徒等の健やかな成⾧の観点から重要である。

 「児童生徒等の月経随伴症状等の早期発見及び保健指導等の実施に
ついて」（令和３年12月13日付け文科省事務連絡）において示してい
るとおり、学校の設置者又は学校においては、保健調査票等に女子の月
経に伴う諸症状について記入する欄を設け、保護者にも、その記入につい
て注意を促すなどにより、所見を有する児童生徒等を的確に把握し、健
康相談や保健指導を実施したり、必要に応じて産婦人科医への相談や
治療につなげたりするなど適切に対応する。

5. 健康診断における月経随伴症状等の早期発見及び保健指導
等の実施について

 学校保健計画は、学校において必要とされる保健に関する具体的な実
施計画であり、健康診断に関する事項も必ず盛り込むこととされている。

 健康診断を含む学校保健計画の実施に当たっては、「学校保健法等の
一部を改正する法律の公布について（通知）」（平成20年7月9日付
け文科省）に示しているとおり、学校や学校医等のみならず、保護者や関
係機関・関係団体等との連携協力を図っていくことが重要であり、健康診
断についてもその趣旨等を保護者等の関係者に周知し共通理解を図った
上で取り組む。

6. 健康診断と学校保健計画について



学校健康診断実施上の留意点（令和６年９月 日本医師会・文部科学省）



児童生徒等の月経随伴症状等の早期発見及び保健指導の等の実施について（事務連絡）
（令和３年12月13日付け）

児童生徒等の月経随伴症状等の早期発見及び保健指導の等の実施について（事務連絡）
（令和３年12月13日付け）

（略）婦人科的診療は健康診断の必須検査項目ではありませんが，児童生徒等が自身の不調を訴えることに心理的な負担を感じたり，心身
の成⾧や健康に関して十分理解していなかったりすることにより，適切な助言や指導が受けられないことも考えられますので，毎年度定期の健康
診断を実施する際の保健調査票等に女子の月経随伴症状を含む月経に伴う諸症状について記入する欄を設け，保護者にもその記入について
注意を促すなどにより，所見を有する児童生徒等を的確に把握し，健康相談や保健指導を実施したり，必要に応じて産婦人科医への相談や
治療につなげたりするなど，適切に対応いただくようお願いします。（略）

（保健調査票に記入欄を設けている例）

（養護教諭による保健指導の例）

健康課題の把握 ・保健調査票の記入を踏まえ，腹痛で保健室に来室した生徒に声を掛け，症状の詳細を聞く。話の中で，腹痛のほか，過
呼吸や落ち込み等の症状があることを把握。

養護教諭による
保 健 指 導

・保健体育の教科書を使用して，月経の仕組み等を説明。
・月経前１週間～月経時の症状の記録をつけるようすすめる。
・症状の記録を見ながら，月経前に様々な心身の症状があることを理解させ，規則正しい生活，症状がある時の保健室利
用や市販薬を使った対処法などについて指導。

・念のため，体の病気はないか，婦人科への受診をすすめる。

保護者への助言 ・生徒への指導内容を伝え，対処に応じた生活ができるよう助言。

（中略）

（中略）

学校健康診断時における月経随伴症状等への対応



健康診断情報の電子化
健康診断情報を校務支援システム等を活用して電子的に入力することにより、迅速

かつ正確に集計等を行うことができる。
このことは、児童生徒等の心身の状況の変化への早期の気付きやエビデンスに基づく

個別最適な指導・支援の充実等に有効であるとともに、学校の働き方改革にも資する
ものである。



「養護教諭及び栄養教諭の資質能力の向上に関する調査研究協力者会議議論の取りまとめ」（令和令和５年１月 養護教諭及び栄養教諭の資質能力の向上に関す
る調査研究協力者会議）から



➂ 健康観察
・教育活動全体を通じて、全ての教職員により行われるもの
・養護教諭は、ポイント・留意事項等を助言。観察結果の把握に加え、担任と異なる視点
から補完する。

○ 学校保健安全法第９条にもあるように、児童生徒等が充実した学校生活を送る上で、日常的な観察による
心身の状況の把握は重要であり、児童生徒等の心身の健康課題の早期発見・早期対応を図る上で重要な役
割を果たしている。

○ 学校における健康観察は、教育活動全体を通じて、全ての教職員により行われるべきものである。その中でも、
養護教諭は、その職務の特質により、心身の健康状態の異変やその兆候等に気付きやすい一方で、養護教諭
が、校内の全ての児童生徒等の健康観察を行うことは現実的ではなく、日常的に児童生徒等と接している学級
担任等が児童生徒等の健康観察を適切に行うことが必要となる。

○ 養護教諭の業務としては、日常的なあるいは災害や事件・事故等の発生時等を想定した健康観察を行う際
のポイントや留意事項、結果の共有方法等について、学級担任等に指導・助言するとともに、健康観察の結果を
校⾧等の管理職に報告の上、必要な対応を講ずること等が考えられる。

○ 養護教諭は、保健室への来室の際など、学級担任等とは異なる視点から
児童生徒等の心身の健康状態の異変やその兆候等に気付くことができる機
会があることから、日常的な健康観察を補完する観点から必要な対応を行う
ことも重要である。

○ 健康観察の方法については、ICT 等を活用して、実効性の確保と事務
負担の軽減を図ることが不可欠である。



健康観察の法的根拠
学校保健安全法

第9条(保健指導）
養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の

日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めると
きは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保
護者に対して必要な助言を行うものとする。

健康観察の目的
• 子供の心身の健康問題の早期発見・早期対応を図る。
• 感染症や食中毒などの集団発生状況を把握し、感染の拡大防止や

予防を図る。
• 日々の継続的な実施によって、子供に自他の健康に興味・関心をも

たせ、自己管理能力の育成を図る。

教職員のための子どもの健康観察
の方法と問題への対応
（文部科学省平成21年3月）

健康観察の留意点
• 複数の観察者による観察を行う
• 観察したことを記録・整理し、教職員同士、必要に応じて保護者、

関係機関等との情報共有すること
• 身体的健康だけでなく、メンタルヘルスの視点も含めることが大切



健康観察結果の活用
① 感染症及び食中毒などの集団発生の早期発見に役立てる。
② いじめ、不登校傾向、虐待等の早期発見に役立てる。
③ 個々及び集団の健康課題を把握する資料とする。
④ 健康相談及び保健指導につなげる。
⑤ 健康診断の資料とする。
⑥ 家庭訪問時や保護者面談時の資料とする。
⑦ 児童生徒理解のための資料とする。
⑧ 休業中の保健指導計画等の参考資料とする。
⑨ 学校保健計画立案の参考資料とする。 など

子供に現れやすいストレス症状の健康観察のポイント
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「養護教諭及び栄養教諭の資質能力の向上に関する調査研究協力者会議議論の取りまとめ」（令和令和５年１月 養護教諭及び栄養教諭の資質能力の向上に関する
調査研究協力者会議）から



④ 疾病の管理と予防
養護教諭が中心となり、感染対策と、特定の児童生徒への個別の配慮・対応を行う。

○ 新型コロナウイルス感染症をはじめとして、学校において感染拡大の
おそれがある感染症について、その拡大を防止するために、全ての児童
生徒等を対象とた対策を講じる必要があるほか、疾病に罹患している
児童生徒等を対象とした個別の配慮・対応を行うことが求められる。

○ 特定の児童生徒等を対象とした個別の配慮・対応については、
保護者から提出のあった学校生活管理指導票等を基に、校⾧等の管理職や学級担任
等とともに必要な配慮・対応について検討し、その内容について全ての教職員の共通理解
を図り、その内容に応じて、学級担任等と役割分担を行いながら取組を進めることが考えら
れる。

○ 児童生徒等本人に対しても、自己の疾病や生活管理
の必要性等を理解できるよう指導することが重要となる。



・ アレルギー疾患は決して珍しい疾患ではなく、学校には各種のアレルギー疾患の子供が多数在籍している。
・ 学校で給食を食べたとき、突然症状が現れる子供がいる。
・ 症状が急速に変化し、重篤な症状に至ることもある。

9.2

3.5

5.7

5.5

2.6

0.14

12.8

5.5

5.8

4.9

4.5

0.48

17.5

6.5

4.5

5.5

6.3

0.62

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

アレルギー性鼻炎

アレルギー性結膜炎

ぜん息

アトピー性皮膚炎

食物アレルギー

アナフィラキシー

令和４年度

平成２５年度

平成１６年度

すべての教職員が、正しい知識と適切な対応を身に付ける必要がある。

～児童生徒が安心して学校生活を送るためには全ての学校で取組が必要～

〇平成25年度調査と比較すると、「ぜん息」は減少していたが、その他は増加

アレルギー疾患有病率（学校）
単位:％

「令和４年度アレルギー疾患に関する調査報告書」（令和５年３月 日本学校保健会）から



食物アレルギーにおける原因食物（アレルゲン）
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・鶏卵 （25.8%）、果物類（25.0%）、甲殻類（14.9%）、木の実類（12.4%）、
ピーナッツ（11.2%）、 牛乳・乳製品（11.1%）の順に多い。



（令和３年４月１日～令和４年３月31日）

本人による自己注射 学校職員による注射 保護者による注射 救急救命士による注射

335件 403件 225件 452件

本人による自己注射
23.7%

学校職員による注射
28.5%

保護者による注射
15.9%

救急救命士による注射
31.9%

・エピペンの保持
物は0.48%
・エピペン保持者
の学校 生活管
理 指導 表の提
出率は、全体で
90.1％

本人による自己注射は、
小学校13.1%
中学校27.9%
高等学校58.7%
※学年が上がるにつれ
て割合が高くなっている。

エピペンの使用状況

エピペン保持者と管理指導表の活用
「令和４年度アレルギー疾患に関する調査報告書」（令和５年３月 日本学校保健会）から
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小学校
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特別支援学校

義務教育学校

中等教育学校

立場や職種に関係なく、誰もが直ちに注射することになっている 特定の教職員が直ちに注射することになっている その他
（％）

アナフィラキシーで児童生徒本人がエピペンを使用できない場合の対応

・エピペンを処方されている児童生徒がアナフィラキシーの状態にあり、かつ、本人が自
らエピペンを使用できない場合の学校側の対応については、全体で90.1％が立場や
職種に関係なく誰もが直ちに注射することになっている。
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20.0

2.1

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

義務教育学校

中等教育学校

全体

本人のランドセルや机、ロッカー等 教室の担任教諭の机、ロッカー等 教職員室 校⾧室 保健室 その他（ ）

エピペンの保管場所

・エピペンの保管場所は、全体で、本人のランドセルや机、ロッカー等に保管が66.5％
で一番多く、次いで、職員室が49.1％、保健室が26.9％であった。

・教職員間におけるエピペンの保管場所の情報共有については、「保管場所はすべて
の教職員で共有している」とした割合は全体の92.9％であった。

※複数回答



アレルギー症状を出さない
ための環境づくり

緊急時の速やかな対応

全ての
児童生徒等が

安心して学校生活を
送ること

アレルギー疾患の理解

関係者間での情報共有

各種研修の実施

関係者間での連携体制づくり

学校における
アレルギー疾患に
対する取組の
ゴールとは
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40https://www.youtube.com/watch?v=caZv1Zwznis
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学校生活管理指導表
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研 修
全教職員がアレルギー疾患やアナフィラキシーの正しい知識を持ち、緊急
時に備えて、校内全体で定期的な研修と訓練を継続して行う。
（研修には全教職員が参加して対応可能な知識と技術の習得を目指
す。）
緊急時のアドレナリン自己注射薬である「エピペン®」の使用の徹底、心

肺蘇生法・AED等の適切な
救急処置の実施に向け、より
実践的な訓練が必要になる。

※文部科学省が作成した
「アレルギー疾患対応資料

（DVD）映像資料及び研修資料」などを活用することが考えられる。
（https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1355828.htm）
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アナフィラキシー緊急対応の模擬訓練に有用なアクションカードなど、工
夫した研修方法等も、（公財）日本学校保健会「学校保健ポータルサ
イト」で紹介
【参考】（公財）日本学校保健会「学校保健ポータルサイト
（https://www.gakkohoken.jp/themes/archives/101）



学校において予防すべき感染症の解説＜令和５年度改訂＞

平成11年発行
平成25年改訂
平成30年改訂

 新型コロナウイルス感染症が令
和５年５月８日をもって感染
症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律上の
五類感染症へと移行され、それ
に伴い、学校保健安全法施行
規則も改正され、第二種の感
染症とされた。

 各種感染症に対する学校の衛
生管理体制の構築や、医療機
関等との連携の強化など、学校
における感染症の発生予防とま
ん延防止を図るに当たり、活用
する。

学校保健安全法施行規則の一部改正
（令和５年５月８日施行）や最新の知見
等を踏まえ改訂



（１）換気（「Ⅱ 学校における感染症への対応」において新たに記載）
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」における換気についての記

載を踏まえ、新規収載した。また、参考として、換気にかかる留意点等についても併せて収載した。

⑤換気の確保
空気感染や飛沫感染を感染経路とする感染症への対策として、換気の確保は有効である。
換気は、気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに（30分に１回以上、数分間程度、
窓を全開する）、２方向の窓を同時に開けて行うことが望ましい。
ただし、授業中は必ずしも窓を広く開ける必要はないが、気候や天候、教室の配置等により換気の
程度が異なることから、必要に応じて学校薬剤師等と相談

【参考】換気にかかる留意点等について（項目のみ）
（ア）常時換気の方法
（イ）常時換気が困難な場合
（ウ）窓のない部屋の場合
（エ）体育館のような広く天井の高い部屋の場合
（オ）エアコンを使用している部屋の場合
（カ）換気設備等の活用と留意点
（キ）冬季における換気の留意点

「学校において予防すべき感染症の解説〈令和５年度改訂〉」のポイント 新規収載した点

出典:学校において予防すべき感染症の解説＜令和５年度改訂＞ （令和６年３月 公益財団法人日本学校保健会）



（３）新型コロナウイルス感染症（「Ⅲ 感染症各論」において新たに記載）
新型コロナウイルス感染症が、感染症法上の五類感染症へ移行されたことに伴い、学校保健安全法施行

規則も改正され、第二種の感染症とされたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症について新規収載した。

８）新型コロナウイルス感染症
（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、
人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。）
新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）による、発熱、咳、全身倦怠感等の症状を呈する急性呼吸器感染症であり、
COVID19とも呼ばれる。
令和元（2019）年12月に中国で発生した原因不明の肺炎は，新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）が原因である
ことが判明し、その後、ヒトヒト感染によって世界的に流行した。日本国内においても、令和２（2020）年１月に
初めて患者が報告された後、一年を通じて複数回の流行を認める。
病原体 新型コロナウイルス（SARS-CoV-2 ）
潜伏期間 ２－７日（中央値は２－３日）
感染経路・感染期
間

飛沫感染。接触感染。発症前から感染力をもち、発症後３日間はウイルスの平均的な排出量が非常に多い一方で、５日間経過後は大き
く減少することから、発症後５日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意する。

症状・予後 主な症状は、発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状であり、頭痛、下痢、味覚異常、嗅覚異常等の症状がみられることもある一方で、無
症状のまま経過することもある。
小児では一般的に軽症なことが多いものの、重篤な基礎疾患を認める場合には重症化に注意する必要がある。なお、基礎疾患のない小児
にも、熱性けいれんやクループ等による入院例が見られたほか、まれながら重症例、死亡例も報告されている。
ほとんどの場合、時間経過とともに症状が改善するが、一部で⾧引く症状（罹患後症状）が残る場合がある。

診断 症状や、鼻咽頭ぬぐい液等を用いた核酸検出検査（PCR法等）もしくは抗原検査（定性、定量）の結果等により診断される。
治療 軽症の場合は経過観察のみで自然に軽快することが多く、必要に応じて解熱薬等の対症療法を行う。また、重症化リスクや症状の程度に

よっては抗ウイルス薬も用いられる。
予防法・ワクチン 基本的感染対策として、咳エチケット、手洗い等により手指を清潔に保つこと、換気を行うことが挙げられる。また、発熱等の普段と異なる症状

がある場合には、無理をせずに、自宅で休養することも重要である。
さらに、ワクチン接種も新型コロナウイルス感染症の発症や重症化の予防等の効果が期待されている。

登校（園）基準 発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した（解熱薬を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にある）後１日を
経過するまで出席停止とする。

「学校において予防すべき感染症の解説〈令和５年度改訂〉」のポイント 新規収載した点

出典:学校において予防すべき感染症の解説＜令和５年度改訂＞ （令和６年３月 公益財団法人日本学校保健会）



（１）結核（「Ⅲ 感染症各論」における記載を更新）
児童生徒等の健康診断における結核にかかる事項について、事前に確認すべき６つの点と事後措置として
必要な対応がわかりやすいように、レイアウトを修正した。

①本人の罹患歴 事後措置（学校として必要な対応）

なし 対応不要

ありだが、治癒している 治療終了から２年以上経過 経過観察

治療終了から２年未満 医療機関や保健所に通っている 経過観察

医療機関や保健所に通っていない 保健所に相談するように指導

②本人の潜在性結核治療歴（予防投薬歴） 事後措置（学校として必要な対応）

なし 対応不要

あり 保健所から経過観察不要（終了）と言われた 対応不要

保健所から経過観察不要（終了）と言われていない 医療機関や保健所に通っている 経過観察

医療機関や保健所に通っていない 保健所に相談するように指導

③家族等の結核罹患歴 事後措置（学校として必要な対応）

なし 対応不要

あり 医療機関や保健所で接触者健診や指導が行われている 経過観察

医療機関や保健所で接触者健診や指導が行われていない 保健所に相談するように指導

④結核高まん延国での居住歴 事後措置（学校として必要な対応）

過去３年以内に結核高まん延国で６か月以上の滞在歴なし 対応不要

過去３年以内に結核高まん延国で６か月以上の滞在歴あり 入学時又は転入時に１回の精密検査（胸部Ｘ線検査等）の受検

⑤自覚症状（２週間以上続く咳・痰） 事後措置（学校として必要な対応）

なし 対応不要

あり 医療機関を受診済み 経過観察

医療機関未受診 受診勧奨

⑥BCG接種歴の確認 確認しておく。なお、成人においてBCGを接種する意義は明確ではない。

「学校において予防すべき感染症の解説〈令和５年度改訂〉」のポイント 更新した点

出典:学校において予防すべき感染症の解説＜令和５年度改訂＞ （令和６年３月 公益財団法人日本学校保健会）



（２）インフルエンザ（「Ⅳ 学校において予防すべき感染症のＱ＆Ａ」における記載を更新）
インフルエンザにかかる出席停止の期間について、「発症した後５日を経過」及び「解熱した後２日
（幼児にあっては３日）」の考え方がわかりやすいように、図を更新した。

例）水曜日に発症した場合の、発症した後５日を経過した登校（園）可能となる日は図のとおりです。
ただし、解熱した後２日（幼児にあっては３日）を経過したものとします。

発症後日数 水曜日
（０日目）

木曜日
（１日目）

金曜日
（２日目）

土曜日
（３日目）

日曜日
（４日目）

月曜日
（５日目）

火曜日
（６日目）

解熱した後
２日を経過 発症 解熱 （解熱後１日） （解熱後２日）

登校(園)可能

 土曜日（３日目）
以前に解熱の場合、
火曜日（６日目）
から登校（園）可
能

 日曜日（４日目）
に解熱の場合、水
曜日（７日目）か
ら登校（園）可能

解熱した後
３日を経過
（幼児の場合）

発症 解熱 （解熱後１日） （解熱後２日） （解熱後３日）

登校(園)可能

 金曜日（２日目）
以前に解熱の場合、
火曜日（６日目）
から登校（園）可
能

 土曜日（３日目）
に解熱の場合、水
曜日（７日目）か
ら登校（園）可能

発症した後５日を経過

「学校において予防すべき感染症の解説〈令和５年度改訂〉」のポイント 更新した点

出典:学校において予防すべき感染症の解説＜令和５年度改訂＞ （令和６年３月 公益財団法人日本学校保健会）



咽頭結膜熱について

 咽頭結膜熱は、アデノウイルスによる急性ウイルス性感染症であり、発熱、咽頭炎、眼症状を主症状
とする。

 咽頭結膜熱はプールでの接触やタオルの共用等により感染することがあるものの、プールのみに限らず、
飛沫や接触で感染するため、咽頭結膜熱を「プール熱」と称することは実態を必ずしも正確に反映し
ているものではない。

 咽頭結膜熱は、学校保健安全法において第二種の感染症とされており、出席停止の期間の基準は
「主要症状が消退した後二日を経過するまで」とされている。

病原体 アデノウイルス

潜伏期間 ２－14日

感染経路・感
染期間

飛沫感染、接触感染。塩素消毒が不十分なプールでの目の結膜か
らの感染もある。ウイルス排出は初期数日が最も多いが、その後、便
からは数か月排出が続くこともある。

症状・予後

高熱（39－40℃）、咽頭痛、頭痛、食欲不振を訴え、これらの症
状が３－７日間続く。咽頭発赤、頚部・後頭部リンパ節の腫脹と圧
痛を認めることもある。眼の症状としては、結膜充血、流涙、まぶしがる、
眼脂（目やに）、耳前リンパ節腫脹等がある。

診断 臨床診断よりなされる。アデノウイルス抗原の迅速診断キットもある。
確定のためには、ウイルス遺伝子診断、ウイルスの分離等を行う。

治療 有効な治療薬はなく、対症療法が行われる。

予防法・ワクチ
ン

飛沫感染、接触感染として、手洗い、プール前後のシャワーの励行、
タオルを共用しない等の一般的な予防法が大切である。ワクチンはな
い。

出席停止の期
間の基準

発熱、咽頭炎、結膜炎等の主要症状が消退した後２日を経過する
まで。
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てんかん発作時の座薬挿入について
<平成28年2月29日付け事務連絡 >

①当該児童生徒及びその保護者が、事前に医師から、次の
点に関して書面で指示を受けていること。

・ 学校においてやむを得ず坐薬を使用すると認められる
児童生徒であること

・ 坐薬の使用の際の留意事項
②当該児童生徒及びその保護者が、学校に対して、やむを得

ない場合には、当該児童生徒に坐薬を使用することについ
て、具体的に依頼（医師から受けた坐薬の挿入の際の留
意事項に関する書面を渡して説明しておくこと等を含む。)し
ていること。

③当該児童生徒を担当する教職員が、次の点に留意して坐
薬を使用すること。
・ 当該児童生徒がやむを得ず坐薬を使用することが認

められる児童生徒本人であることを改めて確認すること。
・ 坐薬の挿入の際の留意事項に関する書面の記載事項

を遵守すること
・ 衛生上の観点から、手袋を装着した上で坐薬を挿入

すること
④当該児童生徒の保護者又は教職員は、坐薬を使用した後、

当該児童生徒を必ず医療機関での受診をさせること。

４つの条件

「学校におけるてんかん発作時の座薬挿入について」（平成28年２月29日付け文
部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡）抜粋



学校等におけるてんかん発作時の口腔溶液（ブコラム®）の投与について
<令和4年7月19日付け事務連絡 >

① 当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次の点
に関して書面で指示を受けていること。

・ 学校等においてやむを得ずブコラムⓇを使用する必要性が
認められる児童等であること

・ ブコラムⓇの使用の際の留意事項

② 当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、やむを得
ない場合には当該児童等にブコラムⓇを使用することについ
て、具体的に依頼 (医師から受けたブコラムⓇの使用の際
の留意事項に関する書面を渡して説明しておくこと等を含
む｡) していること。

③ 当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意してブコ
ラムⓇを使用すること。

・ 当該児童等がやむを得ずブコラムⓇを使用することが認めら
れる児童等本人であることを改めて確認すること

・ ブコラムⓇの使用の際の留意事項に関する書面の記載事
項を遵守すること

④ 当該児童等の保護者又は教職員等は、ブコラムⓇを使用
した後、当該児童等を必ず医療機関で受診させること。

４つの条件

「学校等におけるてんかん発作時の口腔溶液（ブコラム®）の投与について」
（令和４年７月19日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課等事務連絡）
抜粋



 ブコラム®を使用した場合には、てんかん発作を起こした児童生徒等が受診することとなる医療機関の
医療従事者が、使用済みの容器をもとにその投与状況を確認するため、当該医療従事者又は救急
搬送を行う救急隊に使用済みの容器を受け渡すとともに、実施した内容を伝える等の対応が必要とな
る。※本事務連絡は消防庁と協議済み

 ブコラム®の使い方等を理解するに当たっては、武田薬品工業株式会社のホームペジーも参照する。
（https://www.buccolam.jp/）

武田薬品工業株式会社HP

学校等におけるてんかん発作時の口腔溶液（ブコラム®）の投与について



出典:武田薬品工業株式会社ホームページ



学校等における重症の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤
（バクスミー®）投与について

＜令和６年１月２５日付け事務連絡＞

① 当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次の点
に関して書面で指示を受けていること。

・ 学校等においてやむを得ずグルカゴン点鼻粉末剤を使用
する必要性が認められる児童等であること

・ グルカゴン点鼻粉末剤の使用の際の留意事項
② 当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、やむを

得ない場合には当該児童等にグルカゴン点鼻粉末剤を使
用することについて、具体的に依頼 （医師から受けたグル
カゴン点鼻粉末剤の使用の際の留意事項に関する書面
を渡して説明しておくこと等を含む｡）していること。

③ 当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意して
グルカゴン点鼻粉末剤を使用すること。

・ 当該児童等がやむを得ずグルカゴン点鼻粉末剤を使用す
ることが認められる児童等本人であることを改めて確認する
こと

・ グルカゴン点鼻粉末剤の使用の際の留意事項に関する書
面の記載事項を遵守すること

④ 当該児童等の保護者又は教職員等は、グルカゴン点鼻
粉末剤を使用した後、当該児童等を必ず医療機関で受
診させること。

４つの条件

「学校等における重症の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤（バスクミー®）投与について」
（令和６年１月25日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課等事務連絡）
抜粋



 グルカゴン点鼻粉末剤を使用した場合には、低血糖発作を起こした児童生徒等が受診することとなる医療
機関の医療従事者が、使用済みの容器をもとにその投与状況を確認するため、当該医療従事者又は救
急搬送を行う救急隊に使用済みの容器を受け渡すとともに、実施した内容を伝える等の対応が必要となる。
※本事務連絡は消防庁と協議済み

 グルカゴン点鼻粉末剤の使い方等を理解するに当たっては、日本イーライリリー株式会社のホームページも
参照する。（https://www.diabetes.co.jp/consumer/usage-baqsimi/teacher）

出典:日本イーライリリー株式会社HP

学校等における重症の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤
（バクスミー®）投与について
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学校における薬品管理マニュアル

「学校における薬品管理マニュアル 令和４年度改訂」
（令和５年３月 日本学校保健会）抜粋



⑤ 学校環境衛生

【定期検査及び臨時検査】
・ 検査は、主として学校薬剤師が主体となって実施するが、具体的な実施方法としては、学校薬
剤師の指導のもとで教職員が実施することも考えられる。
・ 具体的な実施方法の検討を含めて、学校薬剤師等との調整について、養護教諭が担う場合で
あっても、検査機関との契約に係る事務等については、必ずしも養護教諭
が担う必要はない。
・ 学校薬剤師の指導のもとで教職員が検査を実施する場合においても、
養護教諭のみが実施するのではなく、保健主事等と役割分担の上、実施
することが適切である。

【日常点検】
・ 学校の環境衛生を維持するためには、学校の全ての教職員等がその重要性を認識する必要が
あり、日常点検についても、養護教諭が全ての業務を実施するのではなく、他の教職員との役割分
担を明確にした上で、学校全体として学校の環境衛生を維持していくことが
必要である。
・ その際には、養護教諭が、学校薬剤師の指導のもと、他の教職員が実施
する点検について助言を行うとともに、その結果を集約する役割を担うことも考
えられる。

・点検・検査;学校薬剤師のもと、養護教諭、保健主事、担任等が役割分担
・事後措置;養護教諭が、他の教諭等への助言や専門性が必要な措置等を担当



⑥ 各教科等における指導への参画

○ 養護教諭は、他の教諭等とは異なるバックグラウンドのもと、その職務の遂行を通じても、他の教
諭とは異なる専門性を備えており、その専門性を各教科等における指導に活用することは、児童生
徒等への教育効果等の観点からも有効であることが考えられる。

○教諭とのティーム・ティーチングで各教科等における指導に参画ないしは
協力することのほか、他の教諭等が授業等で使用できる教材を作成する
こと等も想定される。

○ 実施に当たっては、その位置付けやねらい、目的等について、授業を担当
する他の教諭が作成する指導計画上において明確にしておくことが必要
であり、養護教諭は、その専門性を生かして、積極的に指導に参画していく
ことが求められる。

○ 養護教諭は、法令に基づいて、保健の教科の領域に係る事項の
教授を担任する教諭又は講師となることができるとされているが、これは、
教諭・講師としての兼職発令に基づくものであることに留意が必要である。
各学校において、養護教諭に当該職務を担わせるか否かについては、
校内における業務分担体制を俯瞰した上で、校⾧等の管理職が
責任を持って判断することが必要である。

・位置付けやねらい、目的等を、教諭が作成する指導計画に明確にすることが必要
・教諭が担う職務を補充するものとして、専門性を生かし、養護教諭も指導に参画





⑦ 心身の健康課題に関する児童生徒等への健康相談

○ 健康課題の状態や心理的な状況等に応じて、校内に相談する相手が複数いることが重要であり、
学校医やスクールカウンセラー等も含め、それぞれの専門性を生かして、健康相談に対応するための
体制を構築することが重要である。

○ 養護教諭は、「専門職」として、学校医やスクールカウンセラー等の専門職とその他の教諭等をつ
なぐことができる専門性を有しており、健康相談を行う体制において、中心的な役割を担うことが期待
される。

○ 児童生徒等の心身の健康課題が家庭生活に起因する場合も想定され、そういった場合にも、適
切な対応をとることができるよう、学校医やスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を含め
た校内体制を構築することが必要である。

○ 健康相談により得られた情報については、児童生徒等のプライバシーや
心情等にも配慮した上で、関係する教職員の間で共有するとともに、養護
教諭においては、学級担任等に対して適切な助言を行うことが求められる。

○ 養護教諭による健康相談の実施方法としては、保健室等において対面で実施することも引き続
き効果的であるが、必ずしもそれにとらわれることなく、場合によっては、ICT を活用して、オンラインや
SNS の活用等により実施する方が、児童生徒等にとって相談しやすいこともある。児童生徒等の立
場に立った上で、様々なチャンネルにより相談できる体制を整えることが重要である。

・相談先が複数あることが重要。 各々の専門性を生かし、 相談への対応体制を構築
・養護教諭は、担任と異なる視点で相談対応。学校医につなぐ等の中心的な役割



健康相談の目的
児童生徒の心身の健康に関する問題について、児童生徒や保護者等
に対して、関係者が連携し相談等を通して問題の解決を図り、学校生
活によりよく適応していけるように支援していくこと。

健康相談及び保健指導の法的位置付け
○学校保健安全法
（健康相談）
第八条 学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。

（保健指導）
第九条 養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健
康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題が
あると認め るときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必
要に応じ、 その保護者（学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。第二十四条
及び第三十条に おいて同じ。）に対して必要な助言を行うものとする。

※ 健康相談については、従来、学校医・学校歯科医が行うものを健康相談、養護教諭が行うものを健康
相談活動と区別していたが、学校保健安全法で、特定の教職員に限らず、養護教諭、学校医・学校歯
科医・学校薬剤師、学級担任等が行う健康相談として整理された。

健康相談及び保健指導



健康相談の対象者
① 健康診断の結果、継続的な観察指導を必要とする者
② 保健室等での児童生徒の対応を通して健康相談の必要性がある

と判断された者
③ 日常の健康観察の結果、継続的な観察指導を必要とする者
（欠席・遅刻・早退の多い者、体調不良が続く者、心身の健康観

察から健康相談が必要と判断さ れた者等）
④ 健康相談を希望する者
⑤ 保護者等の依頼による者
⑥ 修学旅行、遠足、運動会、対外運動競技会等の学校行事に参

加させる場合に必要と認めた者 等

健康相談のプロセス
① 健康相談対象者の把握（相談の必要性の判断）
② 課題の背景の把握
③ 支援方針・支援方法の検討
④ 実施・評価



健康相談実施上の留意点

• 学校保健計画に健康相談を位置付け、計画的に実施する。
• 状況に応じて計画的に行われるものと随時に行われるものとがある。
• 学校医・学校歯科医・学校薬剤師等の医療的見地から行う健康相

談は、事前の打ち合わせを十分に行う。
• 相談結果について養護教諭、学級担任等と共通理解を図り、連携

して支援を進める。
• 健康相談の実施について周知を図るとともに、

児童生徒、保護者等が相談しやすい環境を
整える。

• 継続支援が必要なものについては、校内組織
及び必要に応じて関係機関と連携して実施する。





心の健康ハンドブック
児童生徒の心の状態を診断するもので

はなく、児童生徒が自分の心の状態を
見つめるために活用する。

児童生徒が回答した心の状態の記録
については、必ずしも教員に提出する必
要はない。

体育科、保健体育科における心の健
康に関する指導において活用するほか、
特別活動や朝の会・帰りの会をはじめ、
健康観察、健康相談、保健指導など、
学校の教育活動の多様な場面で活用
することが可能

心の健康ハンドブック掲載の「心の状態
チェックシート」等はダウンロードが可能

ねらいに応じて、ダウンロード
して活用

令和６年３月 日本学校保健会



心の健康ハンドブック

1. 自分の心の状態を知ろう
2. 今日のあなたの心の状態について、次の質問

に答えましょう
3. 次の質問に答えて、今の自分をふりかえりましょ

う
4. 心の状態チェックをふり返って
5. 心の状態をよくするために、いろいろな対処の

方法があります。
6. 乗り越えることで、自分が強くなれると考える
7. 楽しいことを思いうかべてみる
8. いやなことをさけたり、考えないようにしたりする
9. どうやったらうまくいきそうか、考えて、やってみる
10.仲間と遊ぶ
11.呼吸法をやってみる〔深呼吸〕 〔腹式呼吸〕
12.好きなことをやってみる
13.運動をする
14.「体ほぐしの運動」も効果的です
15.生活リズムを整える
16.だれかに話したり、相談したりする
17.その他（いろいろな方法）
18.相談窓口

「心の健康ハンドブック」（令和６年３月 日本学校保健会）」から



⑧ 健康相談等を踏まえた保健指導
・養護教諭は、校⾧等のもとで具体的な業務について中心的な役割
・心身の健康課題、事件・事故の発生時において、性質や内容に応じ、適切な対応

○ 保健指導は、児童生徒等が自身の健康課題に気付き、理解と関心を深め、自ら積極的に解
決していこうとする自主的、実践的な態度を育成するために行われるものである。健康相談や日常
的な健康観察等により把握した児童生徒等の心身の健康課題について、更には校内で発生した
救急処置事案や災害、事件・事故等の発生時において、その性質や内容に応じ、適切な対応をと
ることが必要であり、養護教諭が、学校医等とも連携しながら、中心的な役割を担うことが求められ
る。

○ 児童生徒等が抱えている健康課題について、個々に即した目標を設定し、症状や原因、予防
方法や対処方法、医療機関への受診、生活習慣の改善、学校生活を送る上での留意事項等に
ついて指導することが必要となる。

○ 保健指導の実施に当たっては、全ての教職員の間で、目的や目標等について共通理解を図り、
役割分担をしながら進めていくことが必要であり、養護教諭には、その専門性を生かして、他の教
諭等に助言することが求められる。

○ 健康課題等のある児童生徒等の保護者に対して必要に応じて助
言等を行うことのほか、保健だよりやその他の掲示物等を活用して、広く
児童生徒等や保護者等に対する健康に関する普及・啓発を行うことも
重要な役割となる。



保健指導の目的
個々の児童生徒の心身の健康課題の解決に向けて、自分の健康課題に気付き、理解
と関心を深め、自ら積極的に解決していこうとする自主的・実践的な態度の育成を図る。
保健指導の対象者
① 健康診断の結果、保健指導を必要とする者。
② 保健室等での児童生徒の対応を通して、保健指導の必要性がある者
③ 日常の健康観察の結果、保健指導を必要とする者
④ 心身の健康に課題を抱えている者
⑤ 健康生活の実践に関して課題を抱えている者 等
保健指導のプロセス
① 保健指導対象者の把握（保健指導の必要性の判断）
② 健康課題の把握と保健指導の目標の設定
③ 指導方針・指導計画の作成と役割分担
④ 実施・評価
保健指導実施上の留意点
① 指導の目的を確認し、発達段階に即した指導内容に努め、学級担任等との共通

理解を図っておく ことが大切である。
② 家庭や地域社会との連携を図りながら実施する。
③ 教科等及び特別活動の保健の指導と関連を図っていくことが重要である。





事例 1 Ⅰ型糖尿病によるインスリン自己注射をしている生徒:中学 1 年生 女子
事例 2 食物アレルギーの対応に伴う不安が大きく、欠席が続いた児童:小学 1 年生 男子
事例 3 夏休みをきっかけに睡眠リズムが乱れ欠席が続いた生徒:中学 1 年生 男子
事例 4 授業中にぼーっとしていることが多くなった児童:小学 3 年生 男子
事例 5 ①体育の授業を嫌がる要因が思春期早発症だった児童:小学 3 年生 女子
事例 5 ②体育の授業を嫌がる要因が後天性甲状腺機能低下症だった児童:小学 3 年生 女子
事例 6 級友からのSNSによるいじめにより体調不良になった児童:小学 6 年生 女子
事例 7 遅刻が目立つようになった要因の一つが起立性調節障害であった生徒:中学 2 年生 男子
事例 8 過呼吸発作を頻回に起こす生徒:高校 2 年生 女子
事例 9 ささいなことから暴力行為を起こしてしまう児童:小学 5 年生 男子
事例10 両親の不仲が原因で体調不良を訴えてきた生徒:中学 3 年生 女子
事例11 心理的虐待を受けていたことから深夜徘徊を繰り返す生徒:中学 3 年生 女子
事例12 友達がつくれず自傷行為がはじまった生徒:中学 1 年生 女子
事例13 激やせの原因が摂食障害だった生徒:高校 2 年生 女子
事例14 学級担任が異変に気付き自殺予防につながった生徒:高校 2 年生 男子
事例15 発達の特性によって、教室にいづらくなってしまった生徒:高校 1 年生 男子
事例16 事故または災害によるPTSDと思われる症状が現れた児童:小学 4 年生 男子
事例17 欠席がちとなり統合失調症と診断された生徒:高校 ２ 年生 男子
事例18 交際相手から性的関係を強要された生徒（デートDVを含む）:高校 2 年生 女子
事例19 体調不良の原因が、性的マイノリティであることによるストレスであった生徒:中学 2 年生 女子

健康相談事例



〇来室時の症状とチェックシートから、小児
科受診を勧めたことは、起立性調節障害
の早期発見と本人の生活改善、周囲の生
徒の理解につながった。
〇養護教諭が疾患の背景にあるストレスの
要因を丁寧に把握したことで、SC・特別支
援教育コーディネーターと連携した発達障
害の発見と適切な対応につながった。
〇起立性調節障害の児童生徒には、生
活指導のみならず、その背景にある心の問
題にも焦点を当てて支援する必要がある。

〇養護教諭は、摂食障害の可能性を念
頭に置きながらも、病院受診に抵抗を示
す生徒に対し、信頼関係の構築に努めた。
その後、保護者とも面談し、学校医の健
康相談を実施した。（本人、保護者の
気持ちを大切にして対応）
〇管理職を含む関係教員で対応を検討
し、学級担任や教科担任、部活顧問等
からの情報をもとに、生徒の体調と精神状
態の把握に努める体制がとられ、SCや学
校医とも連携して取組を行った。
〇主治医からは、 ダイエットをきっかけとし
た摂食障害の可能性が指摘され、栄養
指導やカウンセ リングなども併用した治療
が開始され、学校での対応についての助
言をいただきながら組織的に対応した。



事例 1 食物アレルギー（鶏卵によるアナフィラキシーショック既往有）:小学 １ 年生 男子
事例 ２ 月経前症候群（PMS）、月経困難症:中学 1 年生 女子
事例 ３ 起立性調節障害:高校 1 年生 女子
事例 ４ すり傷:小学 5 年生 男子
事例 ５ 感染性胃腸炎:小学 3 年生 男子
事例 ６ 腹痛:小学 4 年生 女子
事例 ７ 歯周疾患要観察者（GO）:中学 2 年生 男子
事例 ８ 視力低下:小学 6 年生 男子
事例 ９ 切り傷:中学 ２ 年生 男子
事例10 朝食欠食:中学 1 年生 男子
事例11 睡眠不足:中学 3 年生 男子
事例12 熱中症:中学 3 年生 男子
事例13 足首のねんざ:中学 1 年生 男子
事例14 つき指:高校 1 年生 男子
事例15 歯牙損傷:中学 2 年生 男子
事例16 新型コロナウイルス感染症の疑い:高校 2 年生 男子
事例17 貧血:高校 3 年生 女子

保健指導事例



⑨ 保健室経営
・養護教諭が、保健室としての機能を果たすために必要な環境を整備
・保健室経営計画を通じ、教職員との共通理解を得、計画的・組織的な保健室経営

○ 学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置等を行うため、保健室を設けることとさ
れており、通常、養護教諭の主たる勤務場所となっている。

○ 職務を円滑に実施するため、養護教諭が責任を持って、設備・備品の管理や環境衛生の維持
をはじめとして、保健室としての機能を果たすために必要な環境を整える必要がある。

○ 保健室経営計画は、当該学校の教育目標や学校保健目標等を受けて、その具現化を図るた
めに、保健室の経営において達成されるべき目標を立て、計画的・組織的に運営するために作成さ
れる計画であり、職員会議や学校保健委員会等の場を活用し、全ての教職員との間で共通理解
を図ることが重要である。

○ 保健室は、全ての児童生徒等にとって来室しやすい場所で
あることが望ましく、いわゆる保健室登校のように、様々な事情
により教室に登校することが難しい児童生徒等を受け入れる
場所として使用されている場合もある。
ただし、保健室で受け入れる場合においても、教科等の指導につ
いて養護教諭が対応することは必ずしも適切ではなく、児童生徒
等の状況も踏まえた上で、校⾧等の管理職の管理・監督のもと、
学級担任等との役割分担を行うことが不可欠である。



➉ 保健組織活動
・養護教諭が、学校保健活動の全体像を描き、各教職員の役割を明確化
・保健主事とともに学校保健委員会における検討を主導するとともに、各教職員に助言

○ 養護教諭は、他の教諭等とは異なる専門性を有しており、その専門性に基づいて、学
校保健活動の推進に中心的な役割を果たすことが求められている。
一方で、そのことは、学校保健活動を養護教諭が単独で担うことを意味するものではなく、
むしろ、保健主事や日常的に児童生徒等と接する学級担任等に具体的な対応を委ねる
べきものの方が多いとも考えられる。

○ 養護教諭に求められるのは、学校における学校保健活動の全体像を描き、各々の教
職員が果たすべき役割を明確化するとともに、その具体的な実施に係る助言に当たること
に力点を置くことが適切である。

○ 学校保健活動を、個々の教職員としてではなく、
組織的に推進するため、保健主事等とともに、各学校
で組織されている学校保健委員会や保健部等における
検討を主導し、学校保健計画の策定に中心的な役割
を果たすことが必要である。
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〇 健康観察や健康管理、健康診断等における児童生徒の心身の
健康状況等に関する情報の把握・集計・分析の迅速化

〇 各教科等の指導や保健指導、児童生徒・保護者への啓発活動、
研修における動画コンテンツ等の活用

〇 他校の教材等の協働制作及び共有
〇 複数の学級・学校におけるオンラインツールによる講演等の一斉配信
〇 個々の児童生徒の理解度や相談内容、興味・関心に応じて課題や

情報が提示されるデジタルコンテンツを活用した個別最適な学びの
展開

〇 児童生徒への健康相談及び保健指導や保護
者との連絡・相談におけるオンラインツールの活用

〇 学校医、学校歯科医、学校薬剤師等の専門家
との情報共有・相談、委員会活動や授業、研修
等への参画等におけるオンラインツールの活用 等

ICT 活用の特性・強みを踏まえた学校保健の取組

養護教諭の職務におけるICT活用



職務遂行のインフラとしてのICTの積極的な活用

〇ICTの活用を負担としてではなく、効果的・効率的な業務
の推進のためのツールとして捉えて活用を進めていくことが不可
欠である。

〇他の教諭等による教科等における指導は勿論、医療等の
他の分野における事例等も参考にしながら、更に先進的な
ICT の活用方策について模索してい
くことが重要である。



（振り返りシート）

（振り返りシート:回答）



「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策
について （審議のまとめ）から抜粋（令和６年５月13日 中央教育審議会質の高い教師の確保特別部会）

第４章 学校の指導・運営体制の充実
１．教職員定数の改善と教職員配置の在り方等
（３）多様化・複雑化する課題と新たな学びへの対応
○ いじめや不登校、特別な支援を必要とする児童生徒や日本語指導が必要な児童生徒、貧困

を抱える児童生徒など子供たちの多様化・複雑化する課題にきめ細かく対応していくためには、
教師のみならず教師以外の様々な支援スタッフや外部機関等との連携・協働を円滑に行って
いくことが重要である。このため、学校全体を見渡した上で、教師や様々な職員が効果的に連
携し学校の組織的な教育力を高めるため、学校内外を繋ぐ人材の配置が必要である。

○ 不登校児童生徒が過去最高を更新し続ける中、それぞれの児童生徒に支援が行き届くよう支
援体制を構築することは喫緊の課題である。

○不登校児童生徒をはじめ、児童生徒の心身の健康課題が多様化・複雑化する中、教師や
学校医等とも連携しながら、きめ細かく支援する養護教諭の重要性は年々増加しており、こ
うした養護教諭についても配置充実が必要である。その配置充実の状況等も踏まえつつ、複
数配置基準の引き下げを検討することが必要である。

○あわせて、児童生徒の心身の健康課題が多様化・複雑化していることを踏まえ、養護教諭、
栄養教諭の資質能力向上についても取り組んでいく必要がある。


